
パブリックコメント時のこども計画（案）からの変更点一覧 

※軽微な表現の修正は含まれていません。 

ページ 該当箇所 変更点 備考 

5 （１）法令等の根拠 「市町村母子保健計画」の説明を修正  

 〃 「放課後児童対策パッケージ」の説明を修正  

6 計画の位置付けのイメ

ージ 

【図】 

（仮称）静岡県こども計画 

→しずおかこども幸せプラン（静岡県こども計画） 

 

11 出生数の推移 【グラフ】 

・令和 4年～令和 5年分データを追加 

・横軸の単位を「年」に統一 

・平成 27-29年の数値は湖西市統計書の数値に修正 

パブコメ 

12 ひとり親世帯の推移 【20歳未満の親族のいる世帯】 

→【18歳未満の親族のいる世帯】 ※誤記 

データを人数から世帯数へ訂正 

 

13 （４）女性の就業の

状況 

また、令和２年では 35～39 歳で労働力率が減少しているな

ど、Ｍ字カーブの谷部分の移動がみられます。 

→また、平成 27年までは 30～34歳で最も労働力率が低くなっ

ていましたが、令和２年では 35～39歳で労働力率が最も低くな

っており、Ｍ字カーブの谷部分の移動がみられます。 

 

15 （７）いじめの状況 令和 2 年度から令和 3 年度に大きく増加している理由について

追記。 

 

25 行政に望む子育て支

援（子育て家庭の就

労環境） 

就学前児童の第 2位と第 3位を回答率に合わせて入れ替え。  

47 010 新居関所史料館

ワークショップ 

 企画展ごとに体験ワークショップを開催し、 

→企画展に応じた体験ワークショップを開催し、 

 

48 018 民間宅地開発事

業者及び民間宅地開

発事業者へ土地を提

供した者への奨励金 

土地提供者や宅地開発事業者へ奨励金を支給し、 

→宅地開発事業者やその土地の提供者へ奨励金を支給し、 

 

 019 賃貸物件供給者

への奨励金 

子育て世帯向けの賃貸住宅建築を奨励するため、賃貸住宅

の所有者に対しての奨励金を創設します。 

→子育て世帯向けの賃貸住宅の増加を促進するため、賃貸住

宅建築の奨励金を支給し、定住のきっかけをつくります。 

 

52 注釈 「特定妊婦」を追加  

56 057 障がい福祉団体

への補助金 

「障害福祉団体」→「障がい福祉団体」  

 



ページ 内容 変更点  

57 074 通常の学級と特

別支援学級との交流 

担当課から「地域福祉課」を削除  

61 現状と課題 インターネットに起因する犯罪等について追記 

近年では、低年齢からインターネットが使えるスマートフォンなどを

手に取る子供が増えており、子ども・若者が安全に生活できるよ

う・・・ 

→近年では、低年齢からインターネットが使えるスマートフォン等を

手に取るこどもが増えており、インターネットに起因する犯罪等の被

害につながるといった問題も起きています。こども・若者が安全に生

活できるよう・・・ 

 

 088 高校生に対する

SOSの出し方講座 

「089 中学生に対する SOS の出し方講座」と取組№を入れ替

え。 

 

66 事業 39 こども家庭セ

ンターにおける切れ目の

ない継続的な支援 

「113妊婦等包括相談支援事業の実施」を追加  

 事業 40予期せぬ妊娠

等に悩む若年妊婦等

への支援 

重複のため事業を削除  

※ 事業 41以降 事業 40削除に伴い番号変更  

66 事業 40 乳幼児健診

等の推進 

「115新生児聴覚検査」を追加  

71 事業 48 学校を核とし

た地域づくりの推進 

「146学校支援地域本部」を追加 パブコメ 

※ 事業 49以降 取組№146追加に伴い取組番号変更  

72 148 部活動の地域移

行に向けた関係者との

調整 

担当課から「文化観光課」を削除  

74 164 放課後児童健全

育成児童 

取組名を変更 

「放課後児童クラブの開放」→「放課後児童健全育成事業」 

 

78 189 湖西市チャレンジ

教室（湖西市教育支

援センター） 

取組名を変更 

「・・・（湖西市不登校児童生徒適応指導教室）」 

→「・・・（湖西市教育支援センター）」 

 

 注釈 「・・・（湖西市不登校児童生徒適応指導教室）」 

→「・・・（湖西市教育支援センター）」 

 

81 199婚活支援事業 国内最大級の恋活・婚活マッチングアプリ「ペアーズ」と連携し、

業務委託により、結婚を希望する・・・ 

→マッチングアプリの安全安心な活用方法のオンラインセミナーなど

を通じて結婚を希望する・・・ 

 

 



ページ 内容 変更点  

93 （２）こどもの人口の

推計 

量の見込みの算定の基礎となる令和７年度～11 年度までの人

口推計については、令和２年度～６年度の住民基本台帳をもと

に、コーホート変化率法により算出しました。 

→量の見込みの算定の基礎となる令和７年度～11 年度までの

人口推計については、令和元年度～６年度の住民基本台帳を

もとに、コーホート変化率法により算出しました。 

（0歳児人口については女性こども比をもとに算出しています。） 

パブコメ 

95 （２）教育・保育の

量の見込みと提供体

制の確保 

【表】■量の見込み及び確保量 

3号認定（０，１，２歳）の「保育利用率」を追記 

 

102 ⑨地域子育て支援拠

点事業 

【確保方策】 

令和７年４月以降、新居地区、新所地区、西部地区の市内

３か所で実施しています。 

【新居】令和６年度より施設内で実施していた学童保育が移転

しました。令和５年度までの実績値は学童保育利用者も加算さ

れていたため、改めて拠点施設としての利用者数から 1人あたりの

利用回数を計算したところ最高値 19.5 回（令和５年度）でし

た。よって、令和７年度以降の計画値は、１人あたりの利用を

20回とし、２歳以下の人口推計値に乗じています。 

【新所・西部】拠点が増えることで利便性は増すものの、利用者

数は現在の新居利用者が各拠点に分散すると見込んでいます。

新所に移行する「おぼと」の遊びの広場分について、新居と同様の

算出により 1 人あたりの利用を 1.5 回とし、２歳以下の人口推

計値に乗じています。 

→これまでの実績より、１人あたりの利用を 20回とし 2歳以下の

人口推計値に乗じて算出しています。 

令和７年度より、新居地区、新所地区、西部地区と市内3か

所に拠点施設を設け、子育て中の親子が身近な場所で交流の

機会や子育てについての相談等ができる体制を整えます。 

 

108 ４ 教育・保育の一体

的提供及び当該教

育・保育の推進に関す

る体制の確保 

追記  

 ５ 子育てのための施

設等利用給付の円滑

な実施の確保の内容 

追記  

 


